
運営規程の作成に際しての留意事項 

 

明石市独自基準及び「明石市暴力団排除条例」の制定により、運営規程に記載することが望ましい内容は以下のとおりです

ので、ご留意ください。  

 

 

 

 

 

 

 

明石市独自基準に関する規定における運営規程への記載例 

（人格の尊重）  

第○○条  事業者は、当該事業を利用する障害者の意思及び人格を尊重し、常に障害者の立場に立った障害福

祉サービスを提供するものとする。  

（秘密の保持）  

第○○条  事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害者又はその家族の秘密を

漏らしてはならない。  

２  事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害者又はその家族の秘

密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じるものとする。   

３  事業者は、指定障害福祉サービス事業者等その他の福祉サービスを提供する者等に対して、障害者又はその

家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該障害者又はその家族の同意を得るものとする。   

（暴力団等の影響の排除）  

第○○条  事業所は、その運営について、暴力団等の支配を受けてはならない。  

（運営内容の自己評価並びに改善の義務付け及びその結果の公表）  

第○○条  事業者は、その提供する障害福祉サービスの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。  

２  事業者は、前項における評価の結果を公表するよう努めるものとする。  

（研修による計画的な人材育成）  

第○○条  事業者は、適切な障害福祉サービスが提供できるよう従業者の業務体制を整備するとともに、従業者の

資質の向上のために、その研修の機会を確保するものとする。 

２  前項の規定により、研修の実施計画を従業者の職務内容、経験等に応じて策定し、実施した研修の記録を保管

するとともに、必要に応じて研修の内容の見直しを行うことにより、従業者の計画的な育成に努めるものとする。  

（事故発生の防止及び発生時の対応）  

第○○条  事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じる。 

(１)  事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故の発生の防止のための指針を

整備するものとする。  

(２)  事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が事業所の管理者に報告されると

ともに、原因の分析の結果に基づき策定した改善策を従業者に周知徹底する体制を整備するものとする。  

(３)  事故の発生の防止のための会議及び従業者に対する研修を定期的に行うものとする。  

２  事業者は、障害者に対する障害福祉サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに県、市町、当該障

害者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。   

２  事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録するものとする。  

３  事業者は、障害者に対する障害福祉サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速や

かに行うものとする。   

（身体拘束の禁止と虐待防止に関する研修の実施） 

第〇〇条 事業者は、すべての従業者に対し、身体的拘束等及び虐待の防止に関する研修を年１回以上実施し、

その記録を保管するものとする。 

（非常災害への備え） 

第〇〇条 事業者は、非常災害に備えて、利用者に必要な物資を備蓄するよう努めるものとする。 

記載することが望ましい内容 

①  人格尊重、秘密の保持に関する事項  

②  暴力団等の影響の排除  

③  運営内容の自己評価並びに改善の義務付け及びその結果の公表  

④  研修による計画的な人材育成  

⑤  事故発生の防止及び発生時の対応  

⑥  身体拘束の禁止と虐待防止に関する研修の実施 

⑦  非常災害への備え 


